
 

史
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の
保
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保存 

 

その本質

的価値を

次世代へ

と確実に

伝達する

ために 

各種 

調査 

活用 

 

来訪者が

史跡等の

価値を正

確に知り、

理解を深

めるため

に 

【法的措置】 

・史跡等の指定 

・現状変更等の許可 

・周辺環境等の保全の法的規制 

【行政的措置】 

・指定地の公有化 

・保存活用計画の策定 

【技術的措置】 

・保存施設・防災施設の設置 

・現状に復する復旧 

・日常的な維持管理の措置 

・周辺環境改善に関する整備 

【公開】 

・史跡等の開放・公開 

【諸施設の設置】 

・的確な情報提供（解説板） 

・快適な見学を目的とする諸 

施設の設置（遊歩道、便益） 

・ガイダンス施設等 

【立案・宣伝】 

・公開・活用に関する企画・ 

立案及び宣伝 

・学習の場及び教材の提供 

【運営】 

・まちづくり・地域づくり等 

の取組みに関する地域連携 

・ボランティア・市民活動へ 

の支援 

整備 

 

・整備基本計画の策定 

 

・保存を目的とした整備

（防災・標識等・復旧等） 

 

・活用を目的とした整備

（環境整備・ガイダンス  

施設・復元整備等） 

 

・整備報告書の策定 

史跡等の保護の内容 

文化庁『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』の図を編集 
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